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2020年６月９日

株 主 各 位
静岡県浜松市東区半田町720番地

株 式 会 社 　 桜 井 製 作 所

代表取締役社長 櫻 井 成 二

第72回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第72回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご通知申しあげます。
　近時、政府により新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除さ
れましたが、依然として感染予防の徹底が要請される事態に至っております。こ
の事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切
な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしま
した。
　株主の皆様におかれましては、外出自粛等が要請されている状況にも鑑み、感
染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面により事前の議
決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場を
お控えいただくよう強くお願い申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月24日（水曜日）午後４時50
分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月25日（木曜日）午前10時
２．場 所 静岡県浜松市東区半田町720番地

当会社　本社会議室
　感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年
より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りす
る場合がございます。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １.第72期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

　事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件

２.第72期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
　計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

定款一部変更の件
取締役４名選任の件
会計監査人選任の件
役員賞与支給の件

以　上
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　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　なお本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、連結計算書類、計算
書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（http://www.sakurai-net.co.jp）において周知させていただきます。
　本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法
令及び定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.sakurai-net.co.jp）に掲載しております。
　①連結計算書類の「連結注記表」
　②計算書類の「個別注記表」
　なお、これらの事項は、会計監査人または監査役が会計監査報告又は監査報告
を作成するに際して監査した連結計算書類および計算書類に含まれております。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過および成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に企

業の設備投資が持ち直しの動きがみられ、消費税率引き上げ後の個人消費の

落ち込みがあったにも拘わらず、景気は緩やかな回復基調となりました。

一方、海外においては、米中貿易摩擦や中国経済の急減速等により不確実

性が高まりましたが、好調な米国経済が下支えとなり底堅さを維持しました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症が世界経済へのマイナスのインパ

クトを与える等、先行きは不透明な状況となっております。

　このような事業環境のもと当社は、新規取引先の拡大や顧客にコストメリ

ットのある商品を提案提供し、収益を確保することを 重要項目としてまい

りました。その結果、自動車部品製造事業では引き続き汎用部品メーカーよ

りの部品加工の量産受注を受けることができましたが、四輪部品等の受注減

少により売上高が減少しました。工作機械製造事業では、インドおよびイン

ドネシア向けの専用機等を受注でき、売上高は増加し、利益の改善に至りま

した。また、設備投資として自動車・産業機械メーカーの部品加工増に対応

するため、細江工場敷地内に前年度完成しました第３工場は、本年度より本

格稼働しております。営業活動では2020年11月に開催される予定の日本ダイ

カスト展示会（J-dec2020）に「B-Trim500」等を出展する予定であり、新規

顧客の開拓および受注確保に努めてまいります。
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事業別の状況は、次のとおりであります。

（自動車部品製造事業）

　国内では自動車関連メーカーからの変速機部品の受注減により売上高は減

少しました。その結果、売上高は3,792百万円（前期比11.9％減）となりまし

た。セグメント損失につきましては減価償却費等の製造原価が増加したこと

等により23百万円（前期はセグメント利益189百万円）となりました。

（工作機械製造事業）

　インドおよびインドネシア向けの専用機、キュービック（多軸ヘッド交換

型専用機）が増加したことにより売上高は2,450百万円（前期比52.3％増）と

なりました。セグメント利益につきましては、売上高と同様の理由により62

百万円（前期はセグメント損失143百万円）となりました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は6,242百万円（前期比5.5％増）、営

業利益38百万円（前期比14.1％減）、経常利益115百万円（前期比14.1％増）、

親会社株主に帰属する当期純利益は84百万円（前期比9.1％減）となりまし

た。

(2) 設備投資および資金調達の状況

　当連結会計年度に実施いたしました設備投資は総額1,180百万円となりまし

た。主なものは自動車部品製造事業の生産性向上のための機械設備等でありま

す。これに要した資金は自己資金および借入金によります。
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(3) 対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症における世界経済

へのマイナスのインパクトを主とした等、懸念材料も多く、事業を取り巻く環

境は不透明な状況にあります。

　このような状況の中、工作機械製造事業におきましては、ロータリーフライ

ス盤、ターレックス・キュービック（多軸ヘッド交換型専用機）、B-Trim（５

軸バリ取りセンター）の標準機の競争力強化に力を注ぐとともに、当社が得意

とする高効率専用機の提案型営業販売を進めてまいります。

　自動車部品製造事業におきましては、高難度品、高精度品のエンジン廻り部

品を中心に受注活動を行ってまいります。また、高品質、高い加工技術を活か

し航空宇宙等成長産業への展開を継続して行ってまいります。

　今後も当社は、激変する時代に勝ち抜くため、海外子会社と連携を強化した

営業活動を行い、自動車部品加工と工作機械製造の結合企業であるという特性

を充分に発揮し、共創に依る製造を展開することでグループ全体の収益確保に

努めてまいります。さらに、新型コロナウイルス感染症の収束が短期および長

期に渡る影響をそれぞれ別けて分析し、対応できる様万全を期します。

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願

い申しあげます。

(4) 事業セグメント別売上高

期　別
事業区分

第　71　期
（2018年度）

第　72　期
（2019年度）

前期比増減率

自動車部品製造事業 4,306百万円 3,792百万円 △11.9％

工作機械製造事業 1,608百万円 2,450百万円 52.3％

合 計 5,915百万円 6,242百万円 5.5％
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(5) 直前３事業年度の財産および損益の状況

①企業集団の財産および損益の状況

期　別
区　分

第　69　期
（2016年度）

第　70　期
（2017年度）

第　71　期
（2018年度）

第　72　期
（2019年度）

売 上 高(百万円) 4,438 4,815 5,915 6,242

経 常 利 益 (〃) 291 135 101 115

親会社株主
に帰属する
当期純利益

(〃) 243 125 92 84

１株当たり
当期純利益

(円) 60.83 31.63 23.67 22.08

総 資 産(百万円) 6,574 7,643 7,929 7,810

純 資 産 (〃) 5,376 5,460 5,348 5,279

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。

②当社の財産および損益の状況

期　別
区　分

第　69　期
（2016年度）

第　70　期
（2017年度）

第　71　期
（2018年度）

第　72　期
（2019年度）

売 上 高(百万円) 4,103 4,138 4,981 5,581

経 常 利 益 (〃) 333 133 126 157

当期純利益 (〃) 284 122 119 126

１株当たり当期
純利益

(円) 71.12 30.81 30.48 33.22

総 資 産(百万円) 6,457 7,128 7,670 7,590

純 資 産 (〃) 5,390 5,472 5,390 5,366

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。
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(6) 主要な事業内容（2020年３月31日現在）

○自動車部品ならびに各種精密部品の製造販売（自動車部品製造事業）

○工作機械の製造販売（工作機械製造事業）

(7) 主要な営業所および工場（2020年３月31日現在）

①当社の主要な営業所

本社および船岡工場

（工作機械製造事業）
静岡県浜松市東区半田町720番地

細江工場

（自動車部品製造事業）
静岡県浜松市北区細江町中川7000-18

②子会社

SAKURAI VIETNAM CO.,LTD. ベトナム　ハノイ市

SAKURAI U.S.A.,CO. アメリカ  オハイオ州

(8) 使用人の状況（2020年３月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

319名 1名増

(注）上記従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は含まれておりません。

②当社の使用人の状況

使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

207名 11名増 39.9歳 16.5年

(注）上記従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は含まれておりません。

(9) 主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）

借 入 先 借 入 残 高

株式会社静岡銀行 1,008,797千円

浜松磐田信用金庫 200,000千円
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(10) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社の状況

　　該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

　当社の連結子会社は下記の２社であります。

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

SAKURAI VIETNAM CO., LTD. 500万米ドル 100％
工作機械および精密機械部
品の製造販売、輸送用機器
の部品製造販売

SAKURAI U.S.A.,CO. 10万米ドル 100％
工作機械の販売、メンテ
ナンス・アフターケア等

２．会社の状況に関する事項
(1) 株式の状況（2020年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 8,000,000株

②　発行済株式の総数 4,000,000株(自己株式219,337株を含む）

③　株主数 542名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

桜 井 興 産 株 式 会 社 920,000株 24.33％

櫻 　 井 　 美 枝 子 313,533株 8.29％

桜 井 取 引 先 持 株 会 298,600株 7.90％

株 式 会 社 不 二 230,300株 6.09％

櫻 井 成 二 143,133株 3.79％

前 田 順 子 105,900株 2.80％

丸 山 明 子 101,500株 2.68％

桜 井 製 作 所 従 業 員 持 株 会 97,100株 2.57％

株 式 会 社 古 橋 64,000株 1.69％

池 崎 弘 昌 45,700株 1.21％

（注）１.持株比率は自己株式（219,337株）を控除して計算しております。

 ２.自己株式は上記大株主から除外しております。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の状況（2020年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 櫻 井 成 二

取 締 役 河　合　 誠一郎 部品部長兼総務部長

取 締 役 櫻　井　美枝子
桜井興産株式会社　代表取締役社長
有限会社セレサ　　代表取締役社長

取 締 役 岡 田 敏 明
株式会社システムユニ　代表取締役
愛媛大学工学部非常勤講師
中小企業大学校講師

常 勤 監 査 役 川 東 宏 二

監 査 役 石 塚 　 尚
弁護士
エンシュウ株式会社　社外取締役（監査等委員）

監 査 役 鈴　木　修一郎
税理士
株式会社ユタカ技研　社外取締役

（注）１.岡田敏明氏は、社外取締役であります。

　　　２.石塚尚氏および鈴木修一郎氏は、社外監査役であります。

 ３.当社は、監査役石塚尚氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

　　して指定し、同取引所に届け出ております。

 ４.監査役鈴木修一郎氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に

　　関する相当程度の知見を有するものであります。

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額 摘 要

取 締 役 ４名 52,940千円 （うち社外取締役１名　3,840千円）

監 査 役 ４名 15,420千円 （うち社外監査役２名　8,120千円）

（注） １.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれ

ておりません。

　２.上記の報酬等の額には当事業年度における役員賞与引当金の繰入額

6,600千円（社外取締役を除く取締役３名に対し5,700千円、監査役３

名に対し900千円（うち社外監査役400千円）)が含まれております。

前回の定時総会で退任した監査役１名分について上記支給人員およ

び報酬等に含めています。
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(3) 責任限定契約の内容の概要

　当社の社外取締役および社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基

づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、１百万円以上であらかじ

め定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。

(4) 社外役員に関する事項

ア．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　　監査役石塚尚氏はエンシュウ株式会社の社外取締役（監査等委員）

であります。エンシュウ株式会社は当社の取引先であります。

　　監査役鈴木修一郎氏は株式会社ユタカ技研の社外取締役であります。

株式会社ユタカ技研は当社の取引先であります。

　　取締役岡田敏明氏は株式会社システムユニの代表取締役であります。

　　株式会社システムユニは当社の取引先であります。

イ．当事業年度における主な活動状況

区　　分 氏　　名 主な活動状況

取 締 役 岡 田 敏 明

当期開催の取締役会11回のうち９回に出席し、主

に会社の経営者としての豊富な経験および幅広

い見識に基づく見地から取締役会の意思決定の

適法性・妥当性を確保するための助言および提言

を行っております。

監 査 役 石 塚 　 尚

当期開催の取締役会11回のうち９回に出席し、主

に弁護士としての専門的見地からの発言を行っ

ております。また、当期に開催された監査役会15

回全てに出席し、監査結果についての意見交換、

監査事項の協議を行っております。

監 査 役 鈴木修一郎

当期開催の取締役会11回のうち９回に出席し、主

に税理士としての専門的見地からの発言を行っ

ております。また、当期に開催された監査役会15

回全てに出席し、監査結果についての意見交換、

監査事項の協議を行っております。
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４．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

支　払　額

当事業年度に係る報酬等の額
公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

17,000千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

17,000千円

（注）１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と

金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額に

はこれらの合計額を記載しております。

２.監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況

及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な

検証を行なったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断

をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当す

る場合において、必要と判断したときは、監査役全員の同意によって会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告いたします。

　また監査役会は、会計監査人が会社法、公認会計士法などの法令に違反し

た場合、公序良俗に反する行為があった場合など、適正な監査業務の執行に

支障をきたす恐れがある場合のほか、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、

独立性、信頼性、効率性などが適切であるかについて確認し、必要がある場

合には、会計監査人の解任または不再任を検討し、必要と判断したときは、

会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決

定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
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(5) 責任限定契約に関する事項

　当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定により、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく責任の限度額は１百万円以上であらかじめ定めた金額ま

たは法令が規定する額のいずれか高い額であります。

５．業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりであります。

(1) 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

　コンプライアンス担当の取締役の指揮・監督のもと、全社横断的なコンプ

ライアンス体制を確立する。

　コンプライアンス活動を充実させ、法令遵守の徹底、および企業倫理の向

上を図る。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　社内規定に基づき、法令上保存が義務付けられている文書および重要な会

議の議事録、稟議書、契約書等を書面または電磁的媒体に記録し、保存する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　事業推進に伴うリスクの管理については担当部署を決め、規則、ガイドラ

インの制定、研修の実施等を行う。

　新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は取締役会に報告し、責任者を

決定し、速やかに対応する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役、使用人が共有する全社的な目標および効率的達成の方法を取締役

会が定め、達成に努める。

　取締役会は結果をレビューし、阻害要因の排除、低減などの改善策、施策

を講じ、目標達成の確度を高める。

(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

　体制

　セグメント別の事業に関して責任を負う取締役または執行役員を決め、法

令遵守体制、リスク管理体制を構築する。当社は子会社の業務執行を管理し、

子会社は定期的に当社の生産会議、部長会において業務執行について報告を

行う。
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(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事

項

　監査役は社員に、監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、

監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して取締役

の指揮命令を受けないものとする。

(7) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

報告に関する体制および監査役へ報告したことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

　監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項およ

び監査役からの要請事項が速やかに報告できる体制を整備する。また、当該

報告を行った取締役および使用人は、当該報告を行ったことを理由として不

利な取扱いを受けないものとする。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役が職務を遂行するために生ずる費用の前払又は償還の手続き、その

他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務については、事由、金額等

を明記した書面に基づき、当該費用の前払若しくは償還又は当該費用にかか

る債務の弁済を行う。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は監査業務を円滑に進めるため、取締役会、部長会、各部生産会議

等に出席する。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本方針

　当社は、反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み、一切関係を持た

ないことを基本方針とする。

　また、必要に応じ、警察当局、顧問弁護士などの外部専門機関とも連携を

取り、体制の強化を図る。

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、

有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に

努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
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６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社の当事業年度における主な運用状況の概要は次のとおりです。

(1) 取締役の業務の執行について

　「取締役会規程」に基づき、当事業年度において取締役会を11回開催し、

法令又は定款に定められた事項および重要な業務執行に関する事項について

意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、

業務執行について報告、協議を行う部長会も12回開催し、業務執行の適正性

を確保しております。

(2) 監査役の業務の執行について

　監査役会において定めた監査方針、監査計画に基づき監査を実施していま

す。当事業年度において監査役会を15回開催しています。また、監査役は取

締役会への出席ならびに常勤監査役による部長会等の重要な会議への出席お

よび取締役、使用人へのヒヤリングを通して、内部統制の整備、運用状況に

ついて確認をしております。

(3) 子会社における業務の適正の確保について

　子会社につきましては毎月、当社の生産会議および部長会においてテレビ

会議により、業務執行について報告を受けております。

（注） 本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

組 合 預 け 金

そ の 他

2,359,562

1,087,001

746,285

98,875

74,511

253,283

49,517

50,715

△628

5,450,600

4,272,673

1,006,498

2,382,556

720,312

26,856

136,448

60,222

1,117,704

370,594

448,152

298,957

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 999,590

買 掛 金 298,434

１年内返済予定の長期借入金 231,954

未 払 金 194,411

未 払 法 人 税 等 32,169

未 払 消 費 税 等 72,904

前 受 金 82,713

賞 与 引 当 金 51,747

役 員 賞 与 引 当 金 6,600

そ の 他 28,654

固 定 負 債 1,531,570

長 期 借 入 金 976,842

繰 延 税 金 負 債 165,391

役員退職慰労引当金 9,368

退職給付に係る負債 258,241

資 産 除 去 債 務 58,810

そ の 他 62,916

負 債 合 計 2,531,160

（純資産の部）

株 主 資 本 5,313,921

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 126,263

利 益 剰 余 金 5,206,252

自 己 株 式 △118,594

その他の包括利益累計額 △34,918

その他有価証券評価差額金 93,289

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1,060

為替換算調整勘定 △127,146

純 資 産 合 計 5,279,003

資 産 合 計 7,810,163 負 債 純 資 産 合 計 7,810,163

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 6,242,913

売 上 原 価 5,572,881

売 上 総 利 益 670,032

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 631,196

営 業 利 益 38,836

営 業 外 収 益

受 取 利 息 343

受 取 配 当 金 16,958

受 取 賃 貸 料 50,006

売 電 収 入 25,838

雑 収 入 23,651 116,797

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,820

賃 貸 収 入 原 価 16,160

為 替 差 損 1,525

売 電 費 用 12,039

雑 損 失 2,107 39,652

経 常 利 益 115,981

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 606

補 助 金 収 入 92,814 93,420

特 別 損 失

固 定 資 産 廃 棄 損 70

固 定 資 産 圧 縮 損 91,086 91,157

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 118,244

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 36,068

法 人 税 等 調 整 額 △1,977 34,090

当 期 純 利 益 84,153

親会社株主に帰属する当期純利益 84,153

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2019年４月１日残高 100,000 126,263 5,179,820 △84,634 5,321,449

連結会計年度中の

変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △57,720 △57,720

親会社株主に帰属

する当期純利益
84,153 84,153

自己株式の取得 △33,960 △33,960

株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変 動 額 ( 純 額 )

連結会計年度中の

変 動 額 合 計
26,432 △33,960 △7,527

2020年３月31日残高 100,000 126,263 5,206,252 △118,594 5,313,921

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

そ の 他 の 包 括

利益累計額合計

2019年４月１日残高 153,144 △1,140 △124,550 27,454 5,348,903

連結会計年度中の

変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △57,720

親会社株主に帰属

する当期純利益
84,153

自己株式の取得 △33,960

株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変 動 額 ( 純 額 )

△59,855 79 △2,596 △62,373 △62,373

連結会計年度中の

変 動 額 合 計
△59,855 79 △2,596 △62,373 △69,900

2020年３月31日残高 93,289 △1,060 △127,146 △34,918 5,279,003

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
関係会社短期貸付金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
(有 形 固 定 資 産)
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

(無 形 固 定 資 産)
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権

( 投 資 そ の 他 の 資 産 )
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関係会社長期貸付金
組 合 預 け 金
投 資 不 動 産
そ の 他

2,198,702
972,853
36,276
637,778
98,875
74,180
227,858
34,421
97,929
19,528
△1,000

5,391,366
（3,888,632）

834,169
28,615

2,173,791
15,910
135,792
673,495
26,856

（60,222）
399

59,573
250

（1,442,511）
370,594
172,473
3,090

152,334
448,152
284,670
11,197

流 動 負 債 812,233
買 掛 金 224,806
１年内返済予定の長期借入金 210,000
未 払 金 185,351
未 払 費 用 9,163
未 払 法 人 税 等 32,169
未 払 消 費 税 等 72,904
預 り 金 3,902
賞 与 引 当 金 51,747
役 員 賞 与 引 当 金 6,600
そ の 他 15,588

固 定 負 債 1,411,787
長 期 借 入 金 900,000
繰 延 税 金 負 債 165,391
退 職 給 付 引 当 金 258,241
役員退職慰労引当金 9,368
資 産 除 去 債 務 21,999
そ の 他 56,786

負 債 合 計 2,224,021
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 126,263
資 本 準 備 金 126,263

利 益 剰 余 金 5,166,149
利 益 準 備 金 50,175
その他利益剰余金 5,115,973

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 244,119
特別償却準備金 4,181
別 途 積 立 金 4,280,000
繰越利益剰余金 587,673

自 己 株 式 △118,594
株 主 資 本 合 計 5,273,818

評価・換算差額等 92,228
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 93,289
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1,060

純 資 産 合 計 5,366,046
資 産 合 計 7,590,068 負 債 純 資 産 合 計 7,590,068

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(
2019年４月１日から
2020年３月31日まで

)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,581,464

売 上 原 価 4,956,934

売 上 総 利 益 624,529

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 554,204

営 業 利 益 70,325

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,031

受 取 配 当 金 16,958

受 取 賃 貸 料 50,006

売 電 収 入 25,838

雑 収 入 23,518 123,352

営 業 外 費 用

支 払 利 息 5,520

賃 貸 収 入 原 価 16,160

為 替 差 損 1,782

売 電 費 用 12,039

雑 損 失 592 36,095

経 常 利 益 157,582

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 169

補 助 金 収 入 92,814 92,983

特 別 損 失

固 定 資 産 廃 棄 損 70

固 定 資 産 圧 縮 損 91,086 91,157

税 引 前 当 期 純 利 益 159,409

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 34,782

法 人 税 等 調 整 額 △1,977 32,804

当 期 純 利 益 126,604

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(
2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本

剰余金
利 益 剰 余 金

資 本
準備金

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余
金 合 計

固 定 資 産
圧縮積立金

特別償却
準 備 金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

2 0 1 9 年 ４ 月 １ 日 残 高 100,000 126,263 50,175 244,119 8,180 4,280,000 514,791 5,097,266

事 業 年 度 中 の 変 動 額

資本金から準備金への振

替

剰 余 金 の 配 当 △57,720 △57,720

当 期 純 利 益 126,604 126,604

特別償却準備金の取崩 △3,998 3,998 -

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額(純額)
- - - - - - - -

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 - - - - △3,998 - 72,882 68,883

2 0 2 0 年 ３ 月 3 1 日 残 高 100,000 126,263 50,175 244,119 4,181 4,280,000 587,673 5,166,149

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計

自 己
株 式

株主資本
合 計

その他有価

証 券 評 価

差 額 金

繰延ヘッジ

損 益

評価・換算

差 額 等

合 計

2 0 1 9 年 ４ 月 １ 日 残 高 △84,634 5,238,895 153,144 △1,140 152,004 5,390,900

事業年度中の変動額
資本金から準備金への振

替
- -

剰 余 金 の 配 当 △57,720 △57,720

当 期 純 利 益 126,604 126,604

特別償却準備金の取崩 - -

自 己 株 式 の 取 得 △33,960 △33,960 △33,960

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額)
- - △59,855 79 △59,776 △59,776

事業年度中の変動額合計 △33,960 34,923 △59,855 79 △59,776 △24,853

2 0 2 0 年 ３ 月 3 1日 残 高 △118,594 5,273,818 93,289 △1,060 92,228 5,366,046

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年５月19日

株式会社桜井製作所
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　名古屋事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 加藤　浩幸　　㊞

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大橋　敦司　　㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社桜井製作所の2019年４月１日から
2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社桜井製作所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年５月19日

株式会社桜井製作所
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　名古屋事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 加藤　浩幸　　㊞

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大橋　敦司　　㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社桜井製作所の2019年４月１日
から2020年３月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第72期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が
作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ

か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び使用

人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する

事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年（令和2年）5月22日
株式会社 桜井製作所　監査役会

常勤監査役　　川東　　宏二

監　査　役　　石塚　　尚

監　査　役　　鈴木　修一郎

（注）監査役石塚尚及び監査役鈴木修一郎は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は財務体質の強化と内部留保の充実を図りつつ、株主の皆様に対し、安定

した利益還元に努めることを基本方針としております。当期の業績ならびに今後

の経営環境等を勘案いたしまして以下のとおり剰余金の処分をさせていただきた

いと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金15円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は56,709,945円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　　　2020年６月26日

第２号議案　定款一部変更の件

　１．提案の理由

当社における活動の現状および将来的な事業展開に即し、事業内容の明確化

を図るため定款を変更するものであります。

　２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款 変更案

（目的）

第２条　当会社は次の事業を営むことを

目的とする。

１～９．（条文省略）

（新設）

（新設）

（新設）

10．　　　　（条文省略）

第２条　当会社は次の事業を営むことを

目的とする。

１～９．（現行どおり）

10．人材派遣事業

11．職業紹介事業

12．登録支援機関事業

13．　　　（現行どおり）
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第３号議案　取締役４名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役４名が任期満了となります。つきましては、

取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号

氏　名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する

当 社 の

株 式 数

１

さくらい　せいじ

櫻井　成二

（1976年12月９日）

1999年８月　桜井興産株式会社入社

1999年８月　桜井興産株式会社取締役（現任）

2010年６月　当社取締役

2014年５月　当社代表取締役社長（現任）

143,133株

２

かわい　せいいちろう

河合　誠一郎

(1961年２月10日）

1983年４月　当社入社

2002年８月　SAKURAI VIETNAM CO.,LTD.代表取締役社長

2009年４月　当社工機部長

2010年６月　当社取締役工機部長

2012年６月　当社取締役退任

2015年11月　当社部品部長

2016年６月　当社取締役（現任）

2018年４月　当社部品部長兼総務部長（現任）

14,400株

３

さくらい　みえこ

櫻井　美枝子

（1945年８月３日）

1993年１月　当社入社

1993年６月　当社取締役(現任）

（重要な兼職状況）

桜井興産株式会社代表取締役社長

有限会社セレサ代表取締役社長

313,533株

４

せき　しんいち

関　伸一

（1958年３月14日）

【新任】

1981年４月　東京シート株式会社（現テイ・エステック株式会社）入社

1992年７月　ローランドディー．ジー．株式会社入社

2008年４月　株式会社ミスミグループ本社入社

2010年３月　関ものづくり研究所代表（現任）

2018年５月　株式会社Fiot取締役（現任）

2019年11月　株式会社エコム社外取締役（現任）

（重要な兼職状況）

関ものづくり研究所代表

株式会社Fiot取締役

株式会社エコム社外取締役

静岡大学工学部大学院客員教授

－

(注）１.当社は取締役候補者櫻井美枝子氏より土地の一部を賃借しております。

取締役候補者櫻井美枝子氏は有限会社セレサの代表取締役社長を兼任し

ており、当社は同社へ土地及び建物の一部を賃貸しております。
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　　 ２.各候補者の所有する当社の株式数は当期末（2020年３月31日）現在の株

式数を記載しております。

　　 ３.関伸一氏は、関ものづくり研究所の代表であります。当社は、同社との

間でデジタルエンジニアリング導入支援等に係る取引関係がありますが、

その金額は僅少であります。

　　 ４.その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　 ５.関伸一氏は社外取締役候補者であります。

　　 ６.関伸一氏を社外取締役候補者とした理由は、豊富な経験と高い見識を有

しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、コーポレート・ガ

バナンス体制を一層強化し、会社の継続的な成長と企業価値の更なる向

上を図るためであります。

　　 ７.当社は関伸一氏の選任が承認された場合は、同氏との間で会社法第427条

第１項の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、１百万円または法令が規定する額

のいずれか高い額であります。
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第４号議案　会計監査人選任の件

　当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、本定時株主総会終結の時

をもって任期満了により退任されますので、新たにアーク有限責任監査法人の選

任をお願いしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

　また、監査役会がアーク有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、

当社会計監査人として必要な専門性、独立性及び品質管理体制を有しており、ま

た監査報酬の相当性を総合的に判断したためであります。

　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（2020年３月31日現在）

名称 アーク有限責任監査法人

主たる事務所所在地 東京都新宿区西新宿１丁目23番３号

沿　革

1982年８月　明治監査法人を設立

2016年１月　明治監査法人とアーク監査法人（2004年３月設立）が

合併し、明治アーク監査法人となる

2019年７月　アーク有限責任監査法人へ法人名称を変更

概　要

資本金　　50百万円

構成員　　公認会計士　83名（うち、代表社員６名・社員20名）

　　　　　会計士試験合格者　　 22名

　　　　　USCPA・その他専門職　７名

　　　　　　　　　　　その他　 19名

　　　　　合　計　　　　　　　131名

監査関与会社　　　　　　　　　 92社

（注）アーク有限責任監査法人が選任された場合、当社は同法人との間で会社法

第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限

度額は、１百万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額の

いずれか高い額であります。

第５号議案　役員賞与支給の件

　当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役３名および監査役３名に対し、当

期の業績等を勘案して、役員賞与総額6,600千円（取締役5,700千円、監査役900千

円）を支給することといたしたいと存じます。

以上
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株主総会会場ご案内図

浜松西
インター

エディオン

東名高速道路

至浜北

毎日ボウル

六間道路

浜松市役所

浜松駅
至東京至名古屋

桜井製作所 至
浜
北 遠

州
西
ヶ
崎
駅

会　　場　静岡県浜松市東区半田町720番地

株式会社　桜井製作所　本社会議室

電話（053）432－1711（代）

寄りの交通機関

１．JR線 浜松駅下車タクシー25分

２．遠州鉄道線 遠州西ヶ崎駅下車タクシー７分

３．東名高速道路 浜松西インターより７km


